
事務名  墓地等の申請予定に係る標識設置の届出  

根拠法令  墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例第 16条第 1項 

  

第四条第一項又は第二項の許可を受けて墓地等を経営しようとする者又は墓地の区

域若しくは墳墓を設ける区域を拡張しようとする者(以下「申請予定者」という。)

は、当該許可の申請に先立つて、墓地等の建設等の計画について、当該墓地等の建

設予定地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を

含む。)又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「隣接住民等」とい

う。)への周知を図るため、規則で定めるところにより、当該建設予定地の見やす

い場所に標識を設置し、その旨を知事に届け出なければならない。  


